
事 務 連 絡 

平成２９年８月２２日 

 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課    

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

附 属 学 校を 置く 各 国立 大 学法 人 事務 局 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課  

 

 

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について（依頼） 

 

 

平素より学校保健の推進にご尽力いただき御礼申し上げます。 

 学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入については，平成２８年２月２９日付事務連絡「学校

におけるてんかん発作時の坐薬挿入について」（以下「平成２８年通知」という。）（別添）にお

いて，厚生労働省の見解に基づく医師法違反とならない範囲について示すとともに，適切な対応

について依頼したところです。 

 しかしながら，平成２８年通知について十分な周知がなされていなかったことを踏まえ，この

度再度周知徹底を図ることとしました。 

つきましては，別添平成２８年通知の内容について十分御了知の上，都道府県・指定都市教育

委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校に対して，都道府県私立学

校主管課及び構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社

担当課におかれましては所轄の学校に対し，この旨の周知を徹底して頂き適切に対応ください

ますよう，よろしくお願いいたします。 

 なお、内閣府、文部科学省及び厚生労働省から同日付で「教育・保育施設等におけるてんかん

発作時の坐薬挿入に係る医師法第 17 条の解釈について」（別紙）が発出されていることを申し

添えます。 

 

 

 

（本件担当） 

 文部科学省初等中等教育局 

 健康教育・食育課保健管理係 

 TEL:03-5253-4111（内線 2976） 

 FAX:03-6734-3794 



事 務 連 絡

平成２８年２月２９日

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 御中

附属学校を置く各国立大学法人事務局

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について

平素より学校保健の推進にご尽力いただきまして、御礼申し上げます。

てんかんの発作が起きた場合に、生命の危険が生じる可能性もあり、医師法違反となら

ない範囲を示すことができないかを確認するため、文部科学省から別紙１のとおり疑義照

会を行ったところ、厚生労働省から別紙２のとおり回答がありました。

つきましては、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対して、都

道府県私立学校主管課においては所管の私立学校に対して、国立大学法人事務局にあって

は管下の学校に対して周知いただき、適切に対応くださいますよう、よろしくお願いいた

します。

（本件担当）

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課保健管理係

TEL:03-5253-4111（内線2976）

FAX:03-6734-3794
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